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医師法第２１条について  
 

 
 
 
 
 
 
 
 死体又は死産死については、殺人、傷害致死、死体損壊、堕胎等

の犯罪の痕跡を止めている場合があるので、司法警察上の便宜のた

めにそれらの異状を発見した場合の届出義務を規定したものである。 
 したがって、「異状」とは病理学的の異状ではなくて法医学的のそ

れを意味するものと解される。  
  

「医師法」  
第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異

状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出

なければならない。  

参考資料２  
第７回医療事故に係る調査の仕組み等  
の あ り 方 に 関 す る 検 討 部 会  

平 成 ２ ４ 年 ９ 月 ２ ８ 日  


